
 

令和７年度 第２回 清里区地域協議会次第 

 

                           日時：令和７年５月２２日（木) 

                              午後６時３０分から 

会場：清里コミュニティプラザ 

３階 多目的ホール 

 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 所長あいさつ 

 

４ 報告事項 

  ・農業経営基盤強化の促進に関する計画「地域計画」について 

 

５ 自主的な審議 

  ・坊ヶ池周辺の資源（自然や施設）を活用した地域の活性化について 

  ・子育て世帯、高齢者世帯が安全で安心して暮らせる環境の整備について 

 

６ その他 

・令和７年度 ４区地域協議会委員合同研修会の開催（案）について 
 

 日時：令和７年７月１１日（金）午後３時００分から 
 

 会場：中郷区 

 

・令和７年度 第３回清里区地域協議会の開催（案）について 
 

 日時：令和７年７月２４日（木）午後６時３０分から 
 

 会場：清里コミュニティプラザ  ３階  多目的ホール 

 

７ 閉 会 



農業経営基盤強化の促進に関する計画
「 地域計画 」について

令和７年 月

板倉区総合事務所 産業グループ



１ 地域計画策定の経緯

１

「地域計画」は、⼈⼝減少や高齢化が進むにつれ、農業従事者が減少し、地域の農地を維持していくことが年々難しくなっている状況を踏まえ、

人と農地の問題を地域で解決していくための将来予想図として、令和５年４月に施行された改正農業経営基盤強化促進法により、令和５～６年度

の２か年をかけて、全国の市町村で策定に取り組んできました。

当市においては、令和５年１１月から令和６年１２月まで、市内２５地区で農業者等による協議の場（地域懇談会）を開催し、地域の課題と今

後の営農体制の方向性の共有、１０年後の農地の将来像（目標地図）の話し合いを行ってきました。

当市における地域計画の概要

⑴ 計画策定区域

地域自治区を単位に２５計画

（ほぼ全域が市街化区域である高田区･直江津区･八千浦区は、隣接する他区に含める）

⑵ 地域懇談会の参加者

地域の中心的な農業者（認定農業者等）、農家組合長、ＪＡえちご上越、土地改良区、新潟県、農業委員会、市

⑶ 結果の公表等

・協議の実施状況 ・・・ 市ホームページで公表

・地域計画の公表 ・・・ 令和７年４月１日に全計画を公告（市ホームページでも公表）



２ 各区での地域懇談会の開催

（主な意見･課題）

・担い手不足や法⼈の後継者不足、農地の集約の必要性、農業用施設の老朽化。

・多面的機能を有する水田等について、その機能を発揮できるように、農業者以外の草刈りや用水普請などへの参加。

・担い手だけでは農地の維持はできない。草刈りや用水普請などは、やはり集落の方からやってもらわないと、担い手の手が回らない。

・個⼈で農業を続けていくのはもう限界がある。機械類も高騰しており、個⼈で買うのは無理。法⼈化などの取組はすぐに必要。

・集落の方から、高齢化により、草刈りや用水普請がもうできないので、担い手にやってもらいたいという話が出ている。

・現在、認定農業者などの担い手になっている者でも、高齢化しており、10年後にはリタイアしていることが濃厚。10年後を想像すること

自体が難しい。

・昭和の時代にほ場整備をしたところは、農業施設が機能しなくなってきており、再整備が必要。

・20年ほど前から法⼈化が進んできたが、法⼈化した経営体も、後継者がいない。

２

～令和5年度末（令和6年3月末） ～令和6年度上期（令和6年8月末） ～令和6年度下期（令和6年12月末）

高士区 谷浜・桑取区

柿崎区 吉川区 名立区

金谷区 春日区 三郷区

和田区 大島区 牧区 大潟区

新道区 諏訪区 津有区 有田区 保倉区 北諏訪区 安塚区

浦川原区 頸城区 中郷区 板倉区 清里区 三和区



３ 今後の地域計画の管理について

３

地域計画は、一度作って終わりで

はなく、今後も見直しを行い、内容

をブラッシュアップしていくことが

求められています。

当市では、年に１回、各地区の中

心的な担い手を集め、協議の場（地

域懇談会）を開催し、「地域計画の

記載内容に変更が必要な点がない

か」「農地の集約化が図られるほ場

がないか」などの視点から協議を行

い、地域計画と目標地図のブラッ

シュアップ（効率的な農地利用の推

進）を図っていく方針です（必要に

応じて、地域計画の変更公告を行い

ます）。

地域計画の変更が必要なケース

農地の集約化



１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域計画の区域の状況

ｈａ

ｈａ

ｈａ

ｈａ

④　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 ｈａ

⑤　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）区域内における○才以上の農業者の農地面積の合計 ｈａ

　うち後継者不在の農業者の農地面積の合計 ｈａ

（２）　地域農業の現状及び課題

（３）　地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

％

担い手同士の農地交換等を通じて、農地の効率的な利用を促進する。

現状の集積率 75.9 ％ 将来の目標とする集積率 90.0

（３）農用地の集団化（集約化）に関する目標

　当地域は、上越市の南東部に位置し、櫛池川、別所川及び雁平川と国営幹線用水路に囲まれた農業地帯で、山間部から平野部まで28集落
が広がっており、基幹作物である水稲を中心に営農が展開されている。
　令和6年12月31日現在の人口は2,326人、世帯数は878世帯、高齢化率は40.0％となっており、今後6年後に約4ポイントの上昇が見込まれ、ま
た、農業従事者も2020年から10年後には半減すると推計される中、担い手の確保と、地域内外の担い手への農地の集積・集約化が喫緊の課
題となっている。加えて、農業用施設の老朽化に悩まされており、早期の改善が望まれている。また、中山間地域においては、役員のなり手不
足やイノシシ等による鳥獣被害も発生しており、営農継続に不安要素を抱えている。
　このようなことから、持続的な農地利用を確保していくためには、地域で定期的に利用状況を確認し、先ずは地域内の担い手（認定農業者や
農業法人）と連携を図りながら、将来へ受け継いでいく農地を維持していく仕組みづくり（一農場化計画）を引き続き推進していくと同時に、圃場
整備事業を活用した農業用施設の機能強化を図る必要がある。

　当地域の平野部については、農業と共に生活する担い手の確保・育成を図るため、状況に応じて圃場整備による大区画化を進め、法人化や
農地集積を図るほか、地域の主要作物である水稲の安定生産を維持するとともに、農業所得の向上を図るため、高収益作物との複合経営を推
進する。
　一方、中山間地域においては農業を維持していくため、地域の主要作物である水稲を安定的に生産するとともに、農業所得の向上を図るた
め、そばやオータムポエムや加工なす等との複合営農を推進していく。
　また、労働力不足に対応していくため、地域内の担い手はもとより、意欲ある地域外の農業法人等への農地の集積・集約化を進めるなど、地
域内外の多様な人材の確保・育成を進めながら地域農業を維持していく。

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

　圃場整備を契機とした法人化を始め、地区内外の担い手（認定農業者や新規就農者など）の計画的な規模拡大につながるよう、地域と連携し
て農地の集積・集約化を進める。

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

104

-

-

-

（備考）

注１：①については、農業振興地域担当部局と調整の上、記載してください。
　 ２：②及び③については、農業委員会の農地台帳の面積（現況地目）に基づき記載してください。
 　３：④については、規模縮小又は離農の意向のある農地面積を記載してください。
　 ４：⑤については、区域内に特定することができない場合には、引き受ける意向のあるすべての農地面積を記載の上、
　  備考欄にその旨記載してください。
 　５：（参考）の区域内における○才以上の農業者の農地面積等については、できる限り記載するように努めてください。
 　６：「区域内の農用地等面積」に遊休農地が含まれている場合には、備考欄にその面積を記載してください。

注：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

区域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） 696

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 696

②　田の面積 627

③　畑の面積（果樹、茶等を含む） 33

目標年度 令和16年度

市町村名
(市町村コード)

上越市

(15222)

地域名
（地域内農業集落名）

清里区

（菅原、岡野町、荒牧、上深澤、上田島、馬屋、塩曽根、今曽根、南田中、武士、上稲塚、青柳、梨窪、鶯澤、
上中條、鈴倉、寺脇、東戸野、棚田、北野・水草、梨平、赤池）

参考様式第５－２号

地域計画

策定年月日 令和7年3月31日

更新年月日
（　　　　　）



以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください）

４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者）

ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha
ha ha ha ha

５　農業支援サービス事業者一覧（任意記載事項）

６　目標地図（別添のとおり）

７　基盤法第22条の３（地域計画に係る提案の特例）を活用する場合には、以下を記載してください。

注１：「農用地所有者等」欄には、区域内の農用地等の所有者、賃借人等の使用収益権者の数を記載してください。
注２：「うち計画同意者数」欄には、同意者数を記載してください。
注３：提案する地区の対象となる範囲を目標地図に明記してください。

農用地所有者等数（人） うち計画同意者数（人・％）

注１：「属性」欄には、認定農業は「認農」、認定新規就農者は「認就」、法人化を行うことが確実であると市町村が判断する
　　集落営農は「集」、基本構想水準到達者は「到達」、農業協同組合は「農協」、農業支援サービス事業者（農協を除く）は
　　「サ」、上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者は「利用者」の属性を記載してください。
　２：「経営面積」「作業受託面積」欄には、地域計画の対象地域内における農業を担う者の経営面積、作業受託面積
　　を記載してください。
　３：農業を担う者に位置付ける場合は、できる限りその者から同意を得ていること。
　４：作業受託面積には、基幹３作業の実面積を記載してください。なお特定農作業受託面積は、作業受託面積に含めず、
　　経営面積に含めてください。
　５：備考欄には、農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載するよう努め
　　てください。

番号
事業体名

（氏名・名称）
作業内容 対象品目

計

別紙のとおり

①中山間地域において、イノシシ等の被害を抑止するため、「電気柵による鳥獣の侵入防止」と「鳥獣が出没しにくい環境づくり」を地域全体で実
践していく。
③圃場整備されたほ場を中心に、ドローン技術、リモコン草刈りなどのスマート農業を積極活用し、農作業の省力化に取り組む。
⑤ブドウや蕎麦、大根等を活かした商品開発や生産者と消費者をつなぐイベントの開催を通して地域農業の活性化を図っていく。
⑦災害時による被害拡大を回避するために水路を中心とした農業用施設の維持管理に努めていく。
⑨国外の飼料費高騰の最中、地元で飼料生産することで経費削減と農地の有効活用を図っていく。

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託

面積
経営作目等 経営面積

作業受託
面積

目標地図
上の表示

備考

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

【選択した上記の取組内容】

　農作業の効率化や労働力不足の解消を図るため、必要に応じて地区内の農業法人等に農作業の一部を委託し、農地の継続的な利用を図
る。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

⑩その他

③スマート農業

⑧農業用施設

④畑地化・輸出等

⑨耕畜連携等

　農業経営の縮小や離農、農作業の効率化による農地の交換などの際は、農地中間管理機構を活用し、農地の最適化を進める。

（３）基盤整備事業への取組
　多様な担い手のニーズを踏まえ、地域や関係者の意向を確認した中で、国・県補助事業等を活用し、農地の大区画化等の基盤整備を進めて
いる。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組
　(有)グリーンファーム清里が中心となり、農業関係機関・団体と連携し、農地の確保や栽培技術の指導、各種補助制度を活用した支援など、相
談から定住までの幅広い取組を展開する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

３  農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとるべき必要な措置

（１）農用地の集積、集団化の取組
　地区内の担い手（認定農業者や新規就農者など）の計画的な規模拡大につながるよう、清里農業公社が地域と連携して農地の集積・集約化
を進めている。

（２）農地中間管理機構の活用方法



４　地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 清里区

16

1 ha ha ha ha A

2 ha ha ha ha B

3 ha ha ha ha C

4 ha ha ha ha D

5 ha ha ha ha E

6 ha ha ha ha F
7 ha ha ha ha G
8 ha ha ha ha H
9 ha ha ha ha I
10 ha ha ha ha J
11 ha ha ha ha K
12 ha ha ha ha L
13 ha ha ha ha M
14 ha ha ha ha N

15 ha ha ha ha O

16 ha ha ha ha P

17 ha ha ha ha Q
18 ha ha ha ha R
19 ha ha ha ha S
20 ha ha ha ha T
21 ha ha ha ha W
22 ha ha ha ha X
23 ha ha ha ha U
24 ha ha ha ha V
計 ha ha ha ha

経営面積
作業受託面

積
目標地図上
の表示

備考

認　農
水稲、大豆、
園芸

39.3 0.0
水稲、大豆、
園芸

属性
農業を担う者
（氏名・名称）

現状
10年後

（目標年度：令和 年度）

経営作目等 経営面積
作業受託面

積
経営作目等

19.9 0.0

認　農 水稲 17.6 0.0 水稲 32.7 0.0

認　農
水稲、大豆、
酪農

17.5 0.0
水稲、大豆、
酪農

27.7 0.0

認　農
水稲、施設野
菜

259.6 0.0
水稲、施設野
菜

231.4 0.0

22.8 0.0
認　農 水稲、大豆 22.8 0.0 水稲、大豆 19.4 0.0
認　農 水稲 21.6 0.0 水稲

41.1 0.0

認　農 水稲、そば 22.2 0.0 水稲、そば 24.3 0.0

認　農
水稲、大豆、
園芸

21.5 0.0
水稲、大豆、
園芸

6.3 0.0
認　農 水稲 17.3 0.7 水稲 14.7 0.7
認　農 水稲、大豆 4.0 0.0 水稲、大豆

36.0 0.0
認　農 水稲 4.0 0.0 水稲 11.3 0.0
認　農 水稲、大豆 9.3 0.0 水稲、大豆

25.2 0.0

認　農
水稲、そば、
施設野菜

17.0 0.0
水稲、そば、
施設野菜

12.8 0.0

認　農
水稲、そば、
施設野菜

31.1 0.0
水稲、そば、
施設野菜

4.5 0.0
認　農 水稲 6.1 0.0 水稲 5.3 0.0
認　農 水稲 5.6 0.0 水稲

10.2 0.0
利用者 園芸、酪農 0.0 0.0 園芸、酪農 18.0 0.0
利用者 水稲 0.0 0.0 水稲

0.0 0.0
認　農 水稲 1.3 0.5 水稲 0.0 0.5
認　農 水稲、大豆 2.3 0.0 水稲、大豆

8.0 0.0
認　農 水稲 2.5 0.0 水稲 6.0 0.0
認　農 水稲 0.0 0.0 水稲

2.5 0.2
認　農 水稲 3.9 0.0 水稲 2.3 0.0
認　農 水稲 0.7 0.2 水稲

527.0 1.4 582.6 1.4
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地域内の農業を担う者

地域計画 清里区 櫛池地区

目標地図



凡例
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地域内の農業を担う者

地域計画 清里区 菅原地区

目標地図


